
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

●  ４月１０日  

１．３月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 

●  ４月１５日  

２．給与支払報告に係る給与所得者異動届出 

４月１日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは４月１５日まで

に関係の市町村長に要届出 

●  ４月３０日  

３．２月決算法人の確定申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・ 

(法人事業所税)・法人住民税> 

４．２月，５月，８月，１１月決算法人の３月ごとの期間短縮に係る確定申告 

<消費税・地方消費税> 

５．法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方 

消費税> 

６．８月決算法人の中間申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・ 

法人住民税>（半期分） 

７．消費税の年税額が 400 万超の５月，８月，１１月決算法人の３月ごとの 

中間申告 <消費税・地方消費税> 

８．消費税の年税額が 4,800 万円超の１月，２月決算法人を除く法人の１月 

ごとの中間申告（１２月決算法人は２か月分）<消費税・地方消費税> 
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社報タイトル「邁進」は社内で

掲げる平成 31 年の標語です。 
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 平成最後ということでこれまでの振り返りとして、当事務所で

毎年新年に掲げている標語と、その意味やその年の出来事などを

簡単にご紹介させていただきたいと思います。 

小林合同会計に改組した翌年平成１４年より当事務所では、毎

年新年の標語を事務所所員全員で決めております。１月号でもご

紹介しましたが、今年の標語は邁進です。目標などに向かい突き

進むという言葉の意味通り、皆様のお役に立てるよう、社員一同邁進して

いく決意のもと決定いたしました。 

平成３０年 協力 ･･･ ある目的に向かって力を合わせること。 

平成２９年 貢献 ･･･ ある物事や社会のために役立つように尽力すること。 

平成２８年 誠意 ･･･ 私利・私欲を離れて、正直に熱心に事にあたる心。 

平成２７年 新生 ･･･ 生まれ変わった気持ちで新たな人生を歩みだすことを意味しており、この

年は当事務所が税理士法人 小林合同会計として新たなスタートを切るこ

とになった年でありました。標語を決める際は、満場一致でこの新生に決定

いたしました。 

平成２６年 向上 ･･･ よりよい方向、すぐれた状態に向かうこと。 

平成２５年 情熱 ･･･ ある物事に向かって気持ちが燃え立つこと。 

平成２４年 団結 ･･･ 多くの人が共通の目的のために一つにまとまることを意味しており、前年 

の平成２３年の東日本大震災の影響を受け、この標語に決定いたしました。

平成２３年 真摯 ･･･ まじめでひたむきなこと。 

平成２２年 挑戦 ･･･ 困難な物事や新しい記録などに立ち向かうこと。 

平成２１年 信頼 ･･･ 相手を信用し、頼りにすること。 

平成２０年 感謝 ･･･ ありがたいと思う気持ちを表すこと。 

平成１９年 前進 ･･･ 物事がよいほうへ動くこと。 

平成１８年 誠実 ･･･ 偽りがなく、まじめなことや真心が感じられるさま。 

平成１７年 飛躍 ･･･ 大きく発展して活躍することを意味としています。当事務所では、 

「株式会社 ＥＣＧ」から「株式会社 小林合同会計」に商号変更しました。 

平成１６年 実行 ･･･ 実際に行うこと。 

平成１５年 真心 ･･･ 他人のために尽くそうとする気持ちや偽りのない心。 

平成１４年 結束 ･･･ 志を同じくする者が団結すること。この年から所報を皆様に配信しています。 


